
避難のポイント

危険を感じた場合は、市からの避難情報を待たずに避難しましょう。

●外出が危険なときは、
家の２階などの少しで
も安全な場所に移動す
る。

●運動靴を履いて避難
する。長靴は水が入っ
て歩きにくく危険。は
だしは厳禁。

●古くなった橋などは渡
らないようにする。

●必ず２人以上で避難す
る。道路冠水時は、ロー
プでつないで避難す
る。

●避難前に、ガスの元栓
やブレーカーを切り、
火の始末や戸締まりを
する。

●原則として徒歩で避難
する。特に地震時では
道路が被害を受け危
険。

●隣近所に声をかけ、集
団で避難する。
病人や歩行困難な人を
背負うなどして地域で
助け合う。

●垂れ下がった電線に触
れない、近寄らない。

●田んぼや畑、河川の見
回りは避ける。

●先導者は、くぼみや溝
を確かめるために、長
い棒をつえにしながら
歩く。

●道路冠水時は、側溝、水路、マンホー
ル（ふたが外れている）が分かりにく
く危険。ふだん通っている道でも真
ん中を慎重に歩く。

●流水や冠水の中で歩ける浸水はひざ
ぐらい（男性は70㎝、女性は50㎝程
度）が目安。それ以上なら無理をせ
ず、高いところで救助を待つ。

●夜間の避難は危険。可
能な限り明るいうちに
避難する。

●いざという時、居場所
を知らせるために、笛
（ホイッスル）を持って
おく。

●非常持ち出し品は必要
最低限にとどめ、背
負って両手が自由に動
かせるようにする。
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要配慮者のために

避難行動要支援者避難支援制度

要配慮者について

ひとり暮らし高齢者や障がい者の方などで家族の
避難支援を受けられない方、又は、家族だけでは避
難支援が困難で何らかの助けが必要な方を対象とし
て、避難行動要支援者名簿に登録し、避難支援等関
係者に対して、日頃からその情報を提供することで、
災害時の安否確認や避難誘導等の避難支援に役立て
る制度です。
避難支援を希望する方は、避難支援を受けるため

に必要な個人情報を避難支援等関係者に開示するこ
とに同意していただくとともに、日頃見守り活動等
をしていただける近隣の地域支援者を原則として見
つけていただき、市に登録の申請をしてください。

（注意）
災害の状況によっては、避難支援をする方も被災

される場合があるため、登録により確実に支援を受
けられるものではありません。

【避難行動要支援者とは】
次の①～⑥の方のうち、災害時に地域での避難支援が必要な

在宅の方をいいます。
（施設・病院などへの長期入所・入院の方は除きます。）
①　65歳以上のひとり暮らし高齢者であって、
　　市に登録されている方
②　介護保険における要介護３～５の方
③　身体障がい者のうち、その障がいの程度が
　　１級及び２級の方
④　知的障がい者のうち、その障がいの程度が
　　A1及びA2の方
⑤　精神障がい者のうち、その障がいの程度が
　　１級の方
⑥　上記①～⑤に準ずる方
※ 要配慮者のうち、避難する際に特に支援が必要な方を避難行動要支援者といいます。

災害のとき配慮が必要な人に
優しく接しよう
　突然起きる災害のときに大きな被害を
受けやすいのは要配慮者と呼ばれる人た
ちです。要配慮者とは、高齢者や妊産婦、
乳幼児、障がいのある人、外国人など災
害時に特に配慮が必要な人たちのことで
す。いざというときは地域
のみんなで協力して要配慮
者を支援しましょう。

要配慮者になったつもりで
防災環境の点検を
　目や耳の不自由な人や外国人に向け
た警報・避難方法が正しく伝えられる
のか、放置自転車などの障害物は無い
かなど、日ごろからの
点検が大切です。

困ったときこそ温かい気持ちで
　非常時こそ、不安な状況に置かれて
いる人に優しく接することが必要です。
困っている人や要配慮者には思いやり
の心を持って支援しましょう。

避難するときはしっかり誘導する
　

日ごろから積極的なコミュニケーションをとりましょう
　災害のときに円滑な支援活動をする
ために、日ごろからコミュニケーショ
ンをとっていることがとても大切です。

● 人病・者齢高 
　あらかじめ支援者を決め、複数人で対応し、車いすや担架
を使うほか緊急時はおぶって避難する。

● 人な由自不の目 
　まずは声をかけ、誘導するときは、腕を貸してゆっくりと
歩く。できるだけ状況を言葉にして伝える。

● 人な由自不の耳 
　お互いに顔が向き合う形で、大きく口を動かし話しかけ
る。伝わりにくい場合は、身ぶり、筆談により伝える。

● 者用利すい車 
　階段では２人以上で援助し、上りは前向き、下りは後ろ向
きに移動する。ひとりの時はおぶって避難。

● 人国外・者行旅 
　孤立させないように、話しかける。通じない場合は、身ぶ
り手ぶりで伝え、道順など手で方向を示してあげる。

　一人の避難行動要支援者に複数の住
民が支援していくなど、具体的な救援
体制を決めておきましょう。隣近所で
の助け合いがとても有効です。

地域福祉課　☎ 22-8118お問合せ
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